
○ 大 津 市 生 活 環 境 の 保 全 と 増 進 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

平 成 1 0 年 9 月 2 5 日  条 例 第 2 7 号  

 

(大 規 模 工 場 等 に お け る 環 境 管 理 の 推 進 )  

第 1 0 4 条  従 業 員 数 が 規 則 で 定 め る 規 模 以 上 の 工 場 等 (以 下 「 大 規 模 工 場 等 」

と い う 。)の 設 置 者 は 、 そ の 事 業 の 実 施 に あ た っ て 、 自 主 的 に 、 環 境 の 保 全 等

に 関 す る 方 針 及 び 目 標 を 定 め 、 そ の 方 針 及 び 目 標 を 達 成 す る た め の 計 画 を 策

定 し 、 及 び 実 施 し 、 そ の 実 施 状 況 を 点 検 し て 、 さ ら に 必 要 な 見 直 し を 行 う 一

連 の 環 境 の 保 全 等 の た め の 取 組 み (以 下 「 環 境 管 理 」 と い う 。 )を 推 進 す る よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(環 境 管 理 統 括 者 の 設 置 )  

第 1 0 5 条  大 規 模 工 場 等 の 設 置 者 は 、 環 境 管 理 を 円 滑 に 推 進 す る た め 、 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、環 境 管 理 を 統 括 す る 者 ( 以 下「 環 境 管 理 統 括 者 」と い う 。)

を 選 任 し な け れ ば な ら な い 。  

2  大 規 模 工 場 等 の 設 置 者 は 、 環 境 管 理 統 括 者 を 選 任 し た と き は 、 選 任 の 日 か

ら 3 0 日 以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 氏 名 を 市 長 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。 環 境 管 理 統 括 者 を 変 更 し た と き も 同 様 と す る 。  

 

 

 

 

 

○ 大 津 市 生 活 環 境 の 保 全 と 増 進 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 抜 粋 ）  

平 成 1 1 年 6 月 1 8 日  規 則 第 6 4 号  

 

(大 規 模 工 場 等 の 規 模 )  

第 9 7 条  条 例 第 1 0 4 条 の 規 則 で 定 め る 規 模 は 、常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 1 0 0

人 を 超 え る 規 模 と す る 。  

(環 境 管 理 統 括 者 の 設 置 )  

第 9 8 条  条 例 第 1 0 5 条 第 1 項 に 規 定 す る 環 境 管 理 統 括 者 は 、 大 規 模 工 場 等 の

事 業 所 ご と に 、 役 員 等 で 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 方 針 及 び 目 標 の 策 定 及 び 変 更

に 関 し 権 限 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 し な け れ ば な ら な い 。  

2  大 規 模 工 場 等 の 設 置 者 は 、 条 例 第 1 0 5 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 届 出 を す る と

き は 、環 境 管 理 統 括 者 選 任 (変 更 )届 出 書 (様 式 第 4 7 号 )を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

 


